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(57)【要約】
【課題】画像の画質に影響を与える特定の成分を強調す
る際に、画像の画質を指定された画質に近付ける。
【解決手段】画像処理装置１０では、予測再現部１１が
、画質予測パラメータ値が設定された再現パラメータに
基づいて、原画像から画像強調が施された予測再現画像
を生成し、画質量算出部１２ａが、予測再現画像の画質
量を算出し、画質量算出部１２ｂが、原画像の画質量を
算出し、画質特性予測部１３が、これらの画質量と画質
予測パラメータ値とに基づいて、再現パラメータと画質
量とを対応付けた画質特性を予測し、画質制御パラメー
タ値算出部１４が、画質特性に基づいて、再現画像の画
質量が指定画質量となるために再現パラメータに設定す
べき画質制御パラメータ値を算出し、画像再現部１５が
、画質制御パラメータ値が設定された再現パラメータに
基づいて、原画像から画像強調が施された再現画像を生
成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原画像と、当該原画像の画質に影響を与える特定の成分の強調度合いを表す強調度合い
情報であって第１の強調度合いが設定された強調度合い情報とに基づいて、当該原画像の
当該特定の成分が当該第１の強調度合いで強調されるように再現された第１の再現画像を
生成する第１の再現画像生成手段と、
　前記第１の再現画像の画質を表す第１の画質量を取得する第１の画質量取得手段と、
　前記原画像の画質を表す第２の画質量を取得する第２の画質量取得手段と、
　前記第１の画質量と、前記第２の画質量と、前記第１の強調度合いとに基づいて、前記
強調度合い情報に設定された強調度合いと、前記原画像の前記特定の成分が当該強調度合
いで強調されるように再現された再現画像の画質を表す画質量とを対応付けた当該原画像
の画質特性を取得する画質特性取得手段と、
　前記画質特性と、指定された画質を表す指定画質量とに基づいて、前記再現画像の画質
を表す画質量が当該指定画質量となるために前記強調度合い情報に設定すべき第２の強調
度合いを取得する強調度合い取得手段と、
　前記原画像と、前記第２の強調度合いが設定された前記強調度合い情報とに基づいて、
当該原画像の前記特定の成分が当該第２の強調度合いで強調されるように再現された第２
の再現画像を生成する第２の再現画像生成手段と
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記画質特性取得手段は、前記強調度合いと前記画質量とを線形関数で対応付けた前記
画質特性を取得することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記第１の再現画像生成手段は、他の第１の強調度合いが設定された前記強調度合い情
報に基づいて、前記原画像の前記特定の成分が当該他の第１の強調度合いで強調されるよ
うに再現された他の第１の再現画像を更に生成し、
　前記第１の画質量取得手段は、前記他の第１の再現画像の画質を表す他の第１の画質量
を更に取得し、
　前記画質特性取得手段は、前記他の第１の画質量と、前記他の第１の強調度合いとに更
に基づいて、前記画質特性を取得することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記画質特性取得手段は、前記強調度合いと前記画質量とを非線形関数で対応付けた前
記画質特性を取得することを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記画質特性取得手段は、前記強調度合いと前記画質量とを単調増加関数及び単調減少
関数の何れかで対応付けた前記画質特性を取得することを特徴とする請求項１乃至請求項
４の何れかに記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記第１の再現画像生成手段及び前記第２の再現画像生成手段は、それぞれ、前記原画
像の輝度、色度、明暗差及び周波数の少なくとも１つに関係する強調が行われた前記第１
の再現画像及び前記第２の再現画像を生成することを特徴とする請求項１乃至請求項４の
何れかに記載の画像処理装置。
【請求項７】
　コンピュータに、
　原画像と、当該原画像の画質に影響を与える特定の成分の強調度合いを表す強調度合い
情報であって第１の強調度合いが設定された強調度合い情報とに基づいて、当該原画像の
当該特定の成分が当該第１の強調度合いで強調されるように再現された第１の再現画像を
生成する機能と、
　前記第１の再現画像の画質を表す第１の画質量を取得する機能と、
　前記原画像の画質を表す第２の画質量を取得する機能と、
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　前記第１の画質量と、前記第２の画質量と、前記第１の強調度合いとに基づいて、前記
強調度合い情報に設定された強調度合いと、前記原画像の前記特定の成分が当該強調度合
いで強調されるように再現された再現画像の画質を表す画質量とを対応付けた当該原画像
の画質特性を取得する機能と、
　前記画質特性と、指定された画質を表す指定画質量とに基づいて、前記再現画像の画質
を表す画質量が当該指定画質量となるために前記強調度合い情報に設定すべき第２の強調
度合いを取得する機能と、
　前記原画像と、前記第２の強調度合いが設定された前記強調度合い情報とに基づいて、
当該原画像の前記特定の成分が当該第２の強調度合いで強調されるように再現された第２
の再現画像を生成する機能と
を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　対象画像の被写体領域の画質（鮮鋭度）を評価し、対象画像の高周波成分を取得し、画
質の評価結果に基づいて高周波成分を変換し、変換後の高周波成分に基づいて対象画像の
処理後画像を取得する画像処理装置は知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　入力画像の輝度信号に対して階調補正を行い、入力画像の輝度信号と階調補正後の輝度
信号とから輝度信号変化率を算出し、輝度信号変化率を用いて入力画像の色差信号を補正
する際に、先行する入力画像に対して行なった補正結果を所定の基準にしたがって評価し
た評価結果に応じて、階調補正の量を制御し、輝度信号変化率を修正して色差信号の補正
に用いる画像処理装置も知られている（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　最小のコントラスト・明度積と、別個の存在として最小のコントラスト及び明度との制
約の結合が「視覚的に良好」という範囲を規定し、更に、「視覚的に理想的」と考えられ
る、より高いコントラスト・明度積の輪郭が存在し得ることも知られている（例えば、非
特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３５９７８０号公報
【特許文献２】特開２０１２－１０２２７号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Daniel J. Jobson, Zia-ur Rahman and Glenn A. Woodell, 「The Stat
istics of Visual Representation」, Visual Information Processing XI, Proc. SPIE,
 vol.4736,pp.25-35,July 2002
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、画像の画質に影響を与える特定の成分を強調する際に、画像の画質を
指定された画質に近付けることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の発明は、原画像と、当該原画像の画質に影響を与える特定の成分の強
調度合いを表す強調度合い情報であって第１の強調度合いが設定された強調度合い情報と
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に基づいて、当該原画像の当該特定の成分が当該第１の強調度合いで強調されるように再
現された第１の再現画像を生成する第１の再現画像生成手段と、前記第１の再現画像の画
質を表す第１の画質量を取得する第１の画質量取得手段と、前記原画像の画質を表す第２
の画質量を取得する第２の画質量取得手段と、前記第１の画質量と、前記第２の画質量と
、前記第１の強調度合いとに基づいて、前記強調度合い情報に設定された強調度合いと、
前記原画像の前記特定の成分が当該強調度合いで強調されるように再現された再現画像の
画質を表す画質量とを対応付けた当該原画像の画質特性を取得する画質特性取得手段と、
前記画質特性と、指定された画質を表す指定画質量とに基づいて、前記再現画像の画質を
表す画質量が当該指定画質量となるために前記強調度合い情報に設定すべき第２の強調度
合いを取得する強調度合い取得手段と、前記原画像と、前記第２の強調度合いが設定され
た前記強調度合い情報とに基づいて、当該原画像の前記特定の成分が当該第２の強調度合
いで強調されるように再現された第２の再現画像を生成する第２の再現画像生成手段とを
備えることを特徴とする画像処理装置である。
　請求項２に記載の発明は、前記画質特性取得手段は、前記強調度合いと前記画質量とを
線形関数で対応付けた前記画質特性を取得することを特徴とする請求項１に記載の画像処
理装置である。
　請求項３に記載の発明は、前記第１の再現画像生成手段は、他の第１の強調度合いが設
定された前記強調度合い情報に基づいて、前記原画像の前記特定の成分が当該他の第１の
強調度合いで強調されるように再現された他の第１の再現画像を更に生成し、前記第１の
画質量取得手段は、前記他の第１の再現画像の画質を表す他の第１の画質量を更に取得し
、前記画質特性取得手段は、前記他の第１の画質量と、前記他の第１の強調度合いとに更
に基づいて、前記画質特性を取得することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置で
ある。
　請求項４に記載の発明は、前記画質特性取得手段は、前記強調度合いと前記画質量とを
非線形関数で対応付けた前記画質特性を取得することを特徴とする請求項３に記載の画像
処理装置である。
　請求項５に記載の発明は、前記画質特性取得手段は、前記強調度合いと前記画質量とを
単調増加関数及び単調減少関数の何れかで対応付けた前記画質特性を取得することを特徴
とする請求項１乃至請求項４の何れかに記載の画像処理装置である。
　請求項６に記載の発明は、前記第１の再現画像生成手段及び前記第２の再現画像生成手
段は、それぞれ、前記原画像の輝度、色度、明暗差及び周波数の少なくとも１つに関係す
る強調が行われた前記第１の再現画像及び前記第２の再現画像を生成することを特徴とす
る請求項１乃至請求項４の何れかに記載の画像処理装置である。
　請求項７に記載の発明は、コンピュータに、原画像と、当該原画像の画質に影響を与え
る特定の成分の強調度合いを表す強調度合い情報であって第１の強調度合いが設定された
強調度合い情報とに基づいて、当該原画像の当該特定の成分が当該第１の強調度合いで強
調されるように再現された第１の再現画像を生成する機能と、前記第１の再現画像の画質
を表す第１の画質量を取得する機能と、前記原画像の画質を表す第２の画質量を取得する
機能と、前記第１の画質量と、前記第２の画質量と、前記第１の強調度合いとに基づいて
、前記強調度合い情報に設定された強調度合いと、前記原画像の前記特定の成分が当該強
調度合いで強調されるように再現された再現画像の画質を表す画質量とを対応付けた当該
原画像の画質特性を取得する機能と、前記画質特性と、指定された画質を表す指定画質量
とに基づいて、前記再現画像の画質を表す画質量が当該指定画質量となるために前記強調
度合い情報に設定すべき第２の強調度合いを取得する機能と、前記原画像と、前記第２の
強調度合いが設定された前記強調度合い情報とに基づいて、当該原画像の前記特定の成分
が当該第２の強調度合いで強調されるように再現された第２の再現画像を生成する機能と
を実現させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の発明によれば、画像の画質に影響を与える特定の成分を強調する際に、画像
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の画質を指定された画質に近付けることができる。
　請求項２の発明によれば、本構成を有していない場合に比較して、画像の画質を指定さ
れた画質に近付けるための強調度合いを簡単に求めることができる。
　請求項３の発明によれば、画像の画質に影響を与える特定の成分を強調する際に、画像
の画質を指定された画質により一層近付けることができる。
　請求項４の発明によれば、本構成を有していない場合に比較して、画像の画質を指定さ
れた画質に近付けるための強調度合いを正確に求めることができる。
　請求項５の発明によれば、本構成を有していない場合に比較して、画像の画質を指定さ
れた画質に近付けるために用いる強調度合いを容易に１つに決定することができる。
　請求項６の発明によれば、画像の輝度、色度、明暗差及び周波数の少なくとも１つに関
係する強調を行う際に、画像の画質を指定された画質に近付けることができる。
　請求項７の発明によれば、画像の画質に影響を与える特定の成分を強調する際に、画像
の画質を指定された画質に近付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態における画像処理装置の機能構成例を示したブロック図であ
る。
【図２】再現パラメータαが最大値に近付くにつれて画質量Ｑが収束する場合のαとＱと
の関係を示した図である。
【図３】再現パラメータαが最大値に近付くにつれて画質量Ｑが低下する場合のαとＱと
の関係を示した図である。
【図４】画質予測パラメータ値として１つの値が用いられた場合の原画像画質量及び予測
画質量を示した図である。
【図５】画質予測パラメータ値として１つの値が用いられた場合の線形の予測特性を示し
た図である。
【図６】画質予測パラメータ値として複数の値が用いられた場合の線形の予測特性を示し
た図である。
【図７】画質予測パラメータ値として複数の値が用いられた場合の非線形の予測特性を示
した図である。
【図８】予測特性を用いて指定画質量から画質制御パラメータ値を予測する方法を示した
図である。
【図９】再現パラメータαが最大値に近付くにつれて予測特性と真の特性との間にズレが
生ずる場合に予測特性を用いて指定画質量から画質制御パラメータ値を予測する方法を示
した図である。
【図１０】再現パラメータαが最大値に近付くにつれて予測特性と真の特性との間にズレ
が生ずる場合におけるズレを吸収した予測特性を示した図である。
【図１１】本発明の実施の形態における画像処理装置の動作例を示したフローチャートで
ある。
【図１２】本発明の実施の形態における画像処理装置のハードウェア構成例を示したブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１２】
［発明の背景］
　画像強調は、輝度又は色度に関する補正又は強調を行うことを基本とし、原画像の特性
を強調することで、好ましい再現画像に仕上げるものである。画像強調には、ガンマ補正
、彩度強調、帯域強調、コントラスト強調、ダイナミックレンジ補正、視認性の向上等が
ある。
【００１３】
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　このような画像強調における再現上の制御パラメータ（以下、「再現パラメータ」とい
う）をソフトウェア内部で機械的に決定することはある。その場合、再現上の基準となる
値が必要であり、例えば画質に関する値がこれに含まれると考えられる。但し、画像から
算出可能な画質に関する値は、画像のコントラストに基づく値等、あくまで物理量である
。従って、画質がどのようになれば好ましく思えるかの心理実験も行われており、心理量
と物理量との対応関係から、好ましい物理量の範囲が提示されている。
【００１４】
　しかしながら、このように好ましい物理量の範囲が提示されたとしても、様々な画像に
合わせて再現パラメータを決定することは考えられていない。
【００１５】
　そこで、本実施の形態では、画像に合わせて、所望の画質を再現するための再現パラメ
ータを予測する。
【００１６】
［実施の形態の構成］
　図１は、本発明の実施の形態における画像処理装置１０の機能構成例を表すブロック図
である。図示するように、本実施の形態における画像処理装置１０は、予測再現部１１と
、画質量算出部１２ａ，１２ｂと、画質特性予測部１３と、画質制御パラメータ値算出部
１４と、画像再現部１５とを備える。尚、図中、原画像は、ＲＧＢ画像、Ｌ＊ａ＊ｂ＊*
画像、ＨＳＶ画像等の如何なる画像でもよい。
【００１７】
　予測再現部１１は、原画像に対して画質予測用の画像再現を行うことにより、画質を予
測するための再現画像（以下、「予測再現画像」という）を生成する。具体的には、後述
する再現パラメータに画質予測用のパラメータ値（以下、「画質予測パラメータ値」とい
う）を設定して、予測再現画像を生成する。尚、予測再現部１１は、後述する画像再現部
１５と同等のものである。以下では、予測再現部１１と画像再現部１５とは同じ処理を行
うものとして説明を行う。
【００１８】
　予測再現部１１が行う処理は画像強調とする。画像強調としては、帯域強調、コントラ
スト強調、輝度強調、視認性向上等の強調が考えられる。このうち、帯域強調は、周波数
に関係する強調の一例であり、コントラスト強調は、明暗差に関係する強調の一例である
。また、上記画像強調は、一般化して、画像の画質に影響を与える特定の成分の強調とい
うことができる。本実施の形態では、このような画像強調を以下の再現式で行うものとし
てまとめて説明を行う。
【００１９】
【数１】

【００２０】
　ここで、Ｉ（ｘ，ｙ）は原画像の画素値を表し、輝度成分であるものとする（ＨＳＶで
あればＶ、ＹＣｂＣｒであればＹ、Ｌ＊ａ＊ｂ＊であればＬ＊）。ＩＲ（ｘ，ｙ）は画像
強調を最大限に行った場合の画素値を表す。Ｉ＾（ｘ，ｙ）は再現画像の画素値を表し、
予測再現部１１が画像再現を行う際には、予測再現画像の画素値に相当する。また、αは
再現上の強調度合いを表す再現パラメータ（強調度合い情報）であり、予測再現部１１が
画像再現を行う際には、図１の画質予測パラメータ値（第１の強調度合い）が設定される
。Ｉ＾（ｘ，ｙ）は、α＝１の場合、最大限の画像強調が行われた場合の画素値となり、
α＝０の場合、原画像の画素値となる。本実施の形態において、αは０から１までの如何
なる値でもよいものとする。尚、本明細書では、ハット記号を、数式中では文字の真上に
付すが、文中では文字の後ろに付すものとする。
【００２１】
　Ｉ（ｘ，ｙ）からＩＲ（ｘ，ｙ）への変換として考えられる処理及びその組み合わせと
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しては、例えば、以下のような処理が挙げられる。ここでは、後述する画質特性の予測が
似ているのでこれら６つの処理を示すが、本実施の形態は、これら６つの処理の本質を損
なわないものであれば、如何なる処理にも適用可能である。
（１）ガンマカーブ強調
（２）帯域強調
（３）レティネックス原理による視認性向上
（４）ガンマカーブ強調と帯域強調との組み合わせ
（５）ガンマカーブ強調とレティネックス原理による視認性向上との組み合わせ
（６）帯域強調とレティネックス原理による視認性向上との組み合わせ
【００２２】
　本実施の形態では、原画像の特定の成分が第１の強調度合いで強調されるように再現さ
れた第１の再現画像の一例として、予測再現画像を用いており、第１の再現画像を生成す
る第１の再現画像生成手段の一例として、予測再現部１１を設けている。
【００２３】
　画質量算出部１２ａは、予測再現画像の画質量（以下、「予測画質量」という）を算出
し、画質量算出部１２ｂは、原画像の画質量（以下、「原画像画質量」という）を算出す
る。本実施の形態では、例として、画質量を以下のように定義するものとする。
【００２４】
【数２】

【００２５】
　ここで、Ｑは画像に関する物理量である画質量を表す。また、Ｉの上にバーが付された
記号は、全画素の画素値の平均値を表す。更に、σの上にバーが付された記号は、画像の
局所領域ごとの画素値の分散を画像の全領域で平均して得られた値を表す。例えば、画像
を複数のブロックに分割し、各ブロックにおける画素値の分散を画像の全領域で平均して
得られた値を用いればよい。この値は、コントラストの指標にもなる。
【００２６】
　本実施の形態では、第１の再現画像の画質を表す第１の画質量の一例として、予測画質
量を用いており、第１の画質量を取得する第１の画質量取得手段の一例として、画質量算
出部１２ａを設けている。また、原画像の画質を表す第２の画質量の一例として、原画像
画質量を用いており、第２の画質量を取得する第２の画質量取得手段の一例として、画質
量算出部１２ｂを設けている。
【００２７】
　画質特性予測部１３は、画質量算出部１２ａが算出した予測画質量（予測再現画像のＱ
）と、画質量算出部１２ｂが算出した原画像画質量（原画像のＱ）と、予測再現部１１が
使用した画質予測パラメータ値とに基づいて、αとＱとの関係を画質特性として予測する
。
【００２８】
　例えば、実験的に、再現パラメータαの多くの値について数式２で画質量を算出した場
合、前述した（１）～（６）の例では、αとＱとの関係は図２のようになることが多い。
即ち、（１）～（６）のような処理は、コントラスト又は輝度平均を高める要素を含んで
おり、αが最大値に近付くにつれて、変換後の画素値も最大値に近づくため、Ｑは収束し
ていく。
【００２９】
　また、処理によっては、αが大きくなると、輝度平均は高まるがコントラストが低下す
ることがあり、αとＱとの関係は図３のようになることもある。即ち、αが最大値に近付
くにつれて、Ｑは低下することもある。
【００３０】
　画質特性予測部１３は、図２又は図３のような画質特性を予測する（以下、ここで予測



(8) JP 2015-75813 A 2015.4.20

10

20

30

40

50

された画質特性を「予測特性」ともいう）。予測再現部１１が画質予測パラメータ値とし
て１つの値を用いた場合は、図４のような原画像画質量及び予測画質量が得られる。原画
像画質量はα＝０の場合のＱである。また、予測画質量は、図４では、α＝０．２の場合
のＱとしている。
【００３１】
　αとＱとの関係を表す予測特性としては、例えば、以下のような線形式で表されるもの
が考えられる。このような予測特性が最もシンプルであり、後段でも扱い易い。
【００３２】
【数３】

【００３３】
　ここで、ｍ，ｎは定数である。α＝０のときのＱと、α＝０．２のときのＱとが既知な
ので、ｍ，ｎは容易に求められる。この数式３を用いることにより、図５のような予測特
性が得られる。
【００３４】
　一方、予測再現部１１は画質予測パラメータ値として複数の値を用いてもよい。即ち、
図６のように複数の予測画質量を用いてもよい。図６において、例えば、左側の予測画質
量が第１の画質量の一例であり、この予測画質量の元となる予測再現画像が第１の再現画
像の一例であり、この予測再現画像を生成するために用いた画質予測パラメータ値が第１
の強調度合いの一例であるとすると、右側の予測画質量は他の第１の画質量の一例となり
、この予測画質量の元となる予測再現画像は他の第１の再現画像の一例となり、この予測
再現画像を生成するために用いた画質予測パラメータ値は他の第１の強調度合いの一例と
なる。また、この場合、数式３は、図６のように回帰分析により得られる。具体的には、
原画像画質量を通り、複数の予測画質量の両方から同程度に近い直線を、予測特性とする
。
【００３５】
　或いは、この場合は、αとＱとの関係を以下のように非線形関数Ｆで近似してもよい。
【００３６】

【数４】

【００３７】
　このＦ（α）の具体例としては、以下のような式が挙げられる。
【００３８】
【数５】

【００３９】
　ここで、ｍ０，ｍ１，ｍ２は二次式の係数である。この場合も、複数の点について回帰
分析を行うことにより、係数ｍ０，ｍ１，ｍ２は算出される。但し、数式５を用いる場合
は、３つの係数があるので、原画像画質量を含めて、少なくとも３つの画質量が必要であ
る。このようにして算出された非線形関数Ｆ（α）の形状を図７に示す。尚、Ｆ（α）は
、後段でＱからαを逆算することを考えると、単調増加関数又は単調減少関数としておく
のが望ましい。図７では、Ｆ（α）を単調増加関数としている。
【００４０】
　以上のように、画質特性予測部１３が算出する画質特性は、αとＱの対応関係を表す直
線又は曲線となる。
【００４１】
　本実施の形態では、原画像の画質特性を取得する画質特性取得手段の一例として、画質
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特性予測部１３を設けている。
【００４２】
　画質制御パラメータ値算出部１４は、実際に画質を制御するために再現パラメータに設
定されるパラメータ値（以下、「画質制御パラメータ値」という）を予測する。具体的に
は、指定画質量Ｑｄｅｇが与えられると、画質特性予測部１３が算出した画質特性に基づ
いて、指定画質量Ｑｄｅｇから画質制御パラメータ値αｏｐｔを予測する。
【００４３】
　この場合、指定画質量Ｑｄｅｇとしては、任意の値を与えるとよい。例えば、Ｑと心理
量との関係から、望ましいものがあれば、それを与えればよい。尚、本実施の形態におい
て、Ｑはあくまで物理量であり、Ｑが最大であれば画質が良いというわけではない。望ま
しいＱの値が存在し、その値を与えた場合のαの値を予測するものとする。
【００４４】
　例えば、数式３のような線形式で表される予測特性が得られた場合は、最も扱いやすく
、αｏｐｔは図８のように算出すればよい。ここで、真の特性が、図９に破線で示すよう
に、αがＱを最大にする値より大きくなるにつれて、Ｑが小さくなるような形状をしてい
る場合を考える。このような場合であっても、Ｑが最大のときに画質が好ましくなるとは
考え難い。また、Ｑが小さくなっていくのはコントラストが低下することを意味するので
、αがＱを最大にする値よりも大きくなると画質が好ましくなるとも考え難い。従って、
Ｑが最大になるまでの区間に好ましい画質量があると考えられるので、この区間で指定画
質量Ｑｄｅｓを与えればよく、線形予測でも対応可能である。
【００４５】
　尚、図９では、αがＱを最大にする値より大きい場合に予測特性と真の特性との間にズ
レが生ずるが、数式４及び数式５のような非線形式で表される予測特性とし、図１０のよ
うに、ズレを吸収するようにしてもよい。このように非線形式で予測特性が表される場合
、画質制御パラメータ値αｏｐｔは探索によって求めることになる。例えば、以下の式を
、αに適当な初期値を与えて、ニュートン法の枠組みで解くようにするとよい。
【００４６】
【数６】

【００４７】
　以上により、画質制御パラメータ値算出部１４は、再現画像の画質量が指定画質量Ｑｄ

ｅｓとなる画質制御パラメータ値αｏｐｔを算出する。
【００４８】
　本実施の形態では、再現画像の画質を表す画質量が指定画質量となるために強調度合い
情報に設定すべき第２の強調度合いの一例として、画質制御パラメータ値を用いており、
第２の強調度合いを取得する強調度合い取得手段の一例として、画質制御パラメータ値算
出部１４を設けている。
【００４９】
　画像再現部１５は、この画質制御パラメータ値αｏｐｔを用いて、以下の再現式で再現
画像を生成する。
【００５０】
【数７】

【００５１】
　ここで、Ｉ＾（ｘ，ｙ）は数式１の場合と同じく再現画像の画素値を表すが、この数式
７では、画像再現部１５が生成する再現画像の画素値に相当する。
【００５２】
　尚、本実施の形態における再現式は、数式１及び数式７に限ったものではない。画像強
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調を行う再現式の本質（原画像と最大限の画像強調を行った画像との間で制御する）を損
なわなければ、如何なる再現式を採用してもよい。
【００５３】
　本実施の形態では、原画像の特定の成分が第２の強調度合いで強調されるように再現さ
れた第２の再現画像の一例として、再現画像を用いており、第２の再現画像を生成する第
２の再現画像生成手段の一例として、画質制御パラメータ値算出部１４を設けている。
【００５４】
　また、本実施の形態で算出する画質量としては、少なくとも輝度とコントラストとを含
む物理量を採用すれば、上述したような画質特性が得られる。従って、このような本質か
ら外れないものであれば、如何なる物理量を画質量として採用してもよい。
【００５５】
　図１１は、本発明の実施の形態における画像処理装置１０の動作例を表すフローチャー
トである。
【００５６】
　原画像が入力されると、まず、予測再現部１１が、画質予測パラメータ値が設定された
再現パラメータを用いて、原画像に対し、画像強調を伴う画像再現を行うことにより、予
測再現画像を生成する（ステップ１０１）。そして、画質量算出部１２ａが、ステップ１
０１で生成された予測再現画像の画質量である予測画質量を算出する（ステップ１０２）
。また、画質量算出部１２ｂが、原画像の画質量である原画像画質量を算出する（ステッ
プ１０３）。ここで、ステップ１０１乃至ステップ１０３はこの順序で実行されることと
したが、如何なる順序で実行されてもよい。或いは、ステップ１０１及びステップ１０２
の少なくとも１つのステップと、ステップ１０３とは、並行に実行されるものであっても
よい。
【００５７】
　次に、画質特性予測部１３が、ステップ１０２で算出された予測画質量と、ステップ１
０３で算出された原画像画質量と、ステップ１０１で用いられた再現パラメータに設定さ
れていた画質予測パラメータ値とに基づいて、再現パラメータと画質量との対応関係であ
る画質特性を予測する（ステップ１０４）。
【００５８】
　次いで、画質制御パラメータ値算出部１４が、指定画質量を与えられると、ステップ１
０４で予測された画質特性に基づいて、画質量を指定画質量とするために再現パラメータ
に設定すべき画質制御パラメータ値を算出する（ステップ１０５）。
【００５９】
　最後に、画像再現部１５が、ステップ１０５で生成された画質制御パラメータ値が設定
された再現パラメータを用いて、原画像に対し、画像強調を伴う画像再現を行うことによ
り、再現画像を生成する（ステップ１０５）。
【００６０】
［画像処理装置のハードウェア構成］
　本実施の形態における画像処理装置１０は、例えばＰＣにインストールされた画像処理
ソフトウェアとしても実現され得るが、典型的には、画像読取り及び画像形成を行う画像
処理装置１０として実現される。
【００６１】
　図１２は、このような画像処理装置１０のハードウェア構成例を示した図である。図示
するように、画像処理装置１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）２１と、ＲＡＭ
（Random Access Memory）２２と、ＲＯＭ（Read Only Memory）２３と、ＨＤＤ（Hard D
isk Drive）２４と、操作パネル２５と、画像読取部２６と、画像形成部２７と、通信イ
ンターフェース（以下、「通信Ｉ／Ｆ」と表記する）２８とを備える。
【００６２】
　ＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２３等に記憶された各種プログラムをＲＡＭ２２にロードして実
行することにより、後述する各機能を実現する。
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【００６３】
　ＲＡＭ２２は、ＣＰＵ２１の作業用メモリ等として用いられるメモリである。
【００６４】
　ＲＯＭ２３は、ＣＰＵ２１が実行する各種プログラム等を記憶するメモリである。
【００６５】
　ＨＤＤ２４は、画像読取部２６が読み取った画像データや画像形成部２７における画像
形成にて用いる画像データ等を記憶する例えば磁気ディスク装置である。
【００６６】
　操作パネル２５は、各種情報の表示やユーザからの操作入力の受付を行うタッチパネル
である。ここで、操作パネル２５は、各種情報が表示されるディスプレイと、指やスタイ
ラスペン等で指示された位置を検出する位置検出シートとからなる。
【００６７】
　画像読取部２６は、紙等の記録媒体に記録された画像を読み取る。ここで、画像読取部
２６は、例えばスキャナであり、光源から原稿に照射した光に対する反射光をレンズで縮
小してＣＣＤ（Charge Coupled Devices）で受光するＣＣＤ方式や、ＬＥＤ光源から原稿
に順に照射した光に対する反射光をＣＩＳ（Contact Image Sensor）で受光するＣＩＳ方
式のものを用いるとよい。
【００６８】
　画像形成部２７は、記録媒体に画像を形成する。ここで、画像形成部２７は、例えばプ
リンタであり、感光体に付着させたトナーを記録媒体に転写して像を形成する電子写真方
式や、インクを記録媒体上に吐出して像を形成するインクジェット方式のものを用いると
よい。
【００６９】
　通信Ｉ／Ｆ２８は、ネットワークを介して他の装置との間で各種情報の送受信を行う。
【００７０】
　尚、本実施の形態を実現するプログラムは、通信手段により提供することはもちろん、
ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に格納して提供することも可能である。
【符号の説明】
【００７１】
１０…画像処理装置、１１…予測再現部、１２ａ，１２ｂ…画質量算出部、１３…画質特
性予測部、１４…画質制御パラメータ値算出部、１５…画像再現部
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